
１．2020年3月2日を効力発生日として証券取引約款を改定いたします。下線部分が改定箇所となります。 

証券取引約款(個人のお客様用)の新旧対照表 
2019年9月 

改定後(新) 改定前(旧) 

第92条（売買の方法） 
(1)お客様が当社との間で行う金額・株数指定取引に係る有価証券の取引に
ついては、次の①から⑦に定めるところにより行うものとします。 
①～②(省 略) 
③約定金額は、「約定単価×約定数量」（円未満切上げ）とします。 
④約定単価は、お客様の買いの場合には「始値×（1+スプレッド）」（円未満
切上げ）、お客様の売りの場合には「始値×（1-スプレッド）」（円未満切捨て）
とします。 
 
 
 

(削除) 
 
 
 
⑤(省 略) 
⑥下記(2)で規定する金額指定注文成立時の約定数量は、「約定金額÷約
定単価」（小数点以下第6位を切捨て）とします。 
⑦(省 略) 
(2) (省 略） 

第92条（売買の方法） 
(1)お客様が当社との間で行う金額・株数指定取引に係る有価証券の取引に
ついては、次の①から⑦に定めるところにより行うものとします。 
①～②(省 略) 
③約定金額は、「VWAP約定単価×約定数量」（円未満切上げ）とします。 
④VWAP約定単価は、お客様の買いの場合には「VWAP値×（1+スプレッ
ド）」（円未満切上げ）、お客様の売りの場合には「VWAP値×（1-スプレッド）」
（円未満切捨て）とします。 
なお、VWAP約定単価は、当該有価証券のVWAP値（金融商品取引所が公
表するかまたは株式会社QUICKの情報端末に掲載されているVWAP
（Volume Weighted Average Priceの略称で、一定の取引時間帯において金
融商品取引所で成立した売買についてその価格毎の売買高に基づき加重
平均した価格をいいます。）の小数点以下第5位を四捨五入した数値とし、当
該数値が明らかでない場合には、当社が適当と認めて提示するVWAP値とし
ます。）を基準にして、当社が算定します。 
⑤(省 略) 
⑥下記 (2)で規定する金額指定注文成立時の約定数量は、「約定金額
÷VWAP約定単価」（小数点以下第6位を切捨て）とします。 
⑦(省 略) 
(2) (省 略） 

第92条の2（発注の方法） 
(1) (省 略) 
①売り注文 
イ. 金額指定の場合は、100円以上100円単位。 
ロ. 株数指定の場合は、概算注文金額が100円以上または「全部売却」。 
②買い注文 
イ.金額指定の場合は、100円以上100円単位。 
ロ.株数指定の場合は、概算注文金額が100円以上または「単元株化」（金株
口座において管理される有価証券に係る、お客様が権利を有する有価証券
の持分（以下この章において「有価証券持分等」といいます。）が最低売買単
位未満の数量である場合に、最低売買単位に達するまでに必要な数量を買
付けることをいいます。以下同じ。なお、当該単元株化に必要な数量は自動
的に計算されます。）。 
（2） 金額・株数指定取引で適用される約定単価には、金融商品取引所の前
場で成立した始値を基準にして当社が算定した前場約定単価と、後場で成
立した始値を基準にして算定した後場約定単価があり、注文時に指定してい
ただきます。 
（3） 金額・株数指定取引における当社の注文最終受付時間は、次の①また
は②に掲げる約定単価に応じて次の①または②に定めるとおりとします。た
だし、「配当落ち」または「権利落ち」となる銘柄にかかる買付けまたは売却
については、当社所定の注文受付停止期間があります。 
①前場約定単価適用注文（以下｢前場注文｣といいます。）最終受付時間 
日興イージートレードでの注文の場合は午前8時までとし、これ以外の注文
の場合は午前8時を超えない範囲で当社が定める時間とします。 
 
②後場約定単価適用注文（以下｢後場注文｣といいます。）最終受付時間 
日興イージートレードでの注文の場合は午前11時30分までとし、これ以外の
注文の場合は午前11時30分を超えない範囲で当社が定める時間とします。  
 
(4)～(6) (省 略） 

第92条の2（発注の方法） 
(1) (省 略) 
①売り注文 
イ. 金額指定の場合は、500円以上500円単位。 
ロ. 株数指定の場合は、概算注文金額が500円以上または「全部売却」。 
②買い注文 
イ.金額指定の場合は、500円以上500円単位。 
ロ.株数指定の場合は、概算注文金額が500円以上または「単元株化」（金株
口座において管理される有価証券に係る、お客様が権利を有する有価証券
の持分（以下この章において「有価証券持分等」といいます。）が最低売買単
位未満の数量である場合に、最低売買単位に達するまでに必要な数量を買
付けることをいいます。以下同じ。なお、当該単元株化に必要な数量は自動
的に計算されます。）。 
（2） 金額・株数指定取引で適用されるVWAP約定単価には、金融商品取引
所の前場で成立した売買を基準にして当社が算定した前場VWAP約定価格
と、後場で成立した売買を基準にして算定した後場VWAP約定価格があり、
注文時に指定していただきます。 
（3） 金額・株数指定取引における当社の注文最終受付時間は、次の①また
は②に掲げるVWAP約定単価に応じて次の①または②に定めるとおりとしま
す。ただし、「配当落ち」または「権利落ち」となる銘柄にかかる買付けまたは
売却については、当社所定の注文受付停止期間があります。  
①前場VWAP約定単価適用注文（以下｢前場注文｣といいます。）最終受付時
間 
日興イージートレードでの注文の場合は午前8時までとし、これ以外の注文
の場合は午前8時を超えない範囲で当社が定める時間とします。 
②後場VWAP約定単価適用注文（以下｢後場注文｣といいます。）最終受付時
間 
日興イージートレードでの注文の場合は午前11時30分までとし、これ以外の
注文の場合は午前11時30分を超えない範囲で当社が定める時間とします。 
(4)～(6) (省 略） 

第92条の10（定期定額売買の利用上の留意点） 
(1） (省 略） 
(2)定期定額売買で使用する約定単価は、前場始値を基準とします。ただし、
前場始値が存在しない場合に限り、後場始値を基準とします。 

第92条の10（定期定額売買の利用上の留意点） 
(1) (省 略） 
(2)定期定額売買で使用するVWAP約定単価は、前場VWAP値を基準としま
す。ただし、前場VWAP値が存在しない場合に限り、後場VWAP値を基準とし
ます。 

改定後(新) 改定前(旧) 

第8条の2（金額・株数指定取引） 
お客様が、当社所定の方法により、金額・株数指定取引に関する契約を申し
込み、当社が承諾した場合に、金額・株数指定取引口座（以下第9章におい
て「金株口座」といいます。）が開設されます。ただし、お客様は、日興イー
ジートレードの利用申込みをしている場合に限り、当該契約を申し込むこと
ができるものとします。 

第8条の2（金額・株数指定取引） 
お客様が、当社所定の方法により、金額・株数指定取引に関する契約を申し
込み、当社が承諾した場合に、金額・株数指定取引口座（以下第9章におい
て「金株口座」といいます。）が開設されます。 

第92条の2（発注の方法） 
(1) 金額・株数指定取引における取引単位は、発注形態、売り買いの別によ
り、次の①または②で掲げるとおりとします。また、金額・株数指定取引は、
当社が特に認める注文を除き、日興イージートレードでの注文の場合に限り
ます。なお、金額指定による売買における約定金額は、円未満の処理により、
お客様の発注金額通りとならない場合があります。 
①～② (省 略） 
(2)～(6) (省 略） 

第92条の2（発注の方法） 
(1) 金額・株数指定取引における取引単位は、発注形態、売り買いの別によ
り、次の①または②で掲げるとおりとします。ただし、株数指定（全部売却を
除きます。）は、日興イージートレードでの注文の場合に限ります。また、金
額指定による売買における約定金額は、円未満の処理により、お客様の発
注金額通りとならない場合があります。 
①～② (省 略） 
(2)～(6) (省 略） 

２．2020年3月27日を効力発生日として証券取引約款を改定いたします。下線部分が改定箇所となります。 

（注）上記１．および２．の証券取引約款の改定は、それぞれの効力発生日以後の金額・株数指定取引の約定に適用され
ます。また、効力発生日が変更となる場合には、あらかじめ当社のホームページにおいて周知いたします。 


